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第19回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成22年12月13日) 

 

    第 19 回   熊本県議会  環境対策特別委員会会議記録 

 
平成22年12月13日(月曜日) 

            午前10時 2分開議 

            午前11時28分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 (1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について 

 (2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び  

水産資源の回復等による漁業の振興に

関する件について 

 (3)地球温暖化対策に関する件について 

 (4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい  

て  

―――――――――――――――                           廃棄物対策課 

出席委員（16人） 

        委 員 長 吉 永 和 世 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 倉 重   剛 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 渡 辺 利 男 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 中 原 隆 博 

                委  員  城 下 広 作 

                委  員  井 手 順 雄 

                委  員  重 村   栄 

                委  員  田 代 国 広 

                委  員  吉 田 忠 道 

                委  員  渕 上 陽 一 

                委  員  浦 田 祐三子 

                委  員  上 田 泰 弘 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

―――――――――――――――                                        林業振興課長 藤 崎 岩 男 

説明のため出席した者 

  環境生活部       

         部 長  駒 崎 照 雄 

                  次 長  谷 崎 淳 一 

         次 長  内 田 安 弘 

         次 長 山 本   理 

    首席環境生活審議員兼 

      環境政策課長 野 田 正 広 

  環境政策監兼環境政策課 

        環境立県推進室長 家 入   淳 

            環境保全課長  松 島   章 

           水環境課長 田 代 裕 信 

           自然保護課長 岡 部 清 志 

       廃棄物対策課長  加 久 伸 治 

  廃棄物公共関与政策監兼 

    公共関与推進室長  中 島 克 彦 

  企画振興部 

       政策審議員兼 

  交通対策総室課長補佐  横 井 淳 一 

商工観光労働部 

     新産業振興局長  真 崎 伸 一 

        産業支援課長  高 口 義 幸 

新エネルギー産業振興室長 森 永 政 英 

  農林水産部 

             次 長  麻 生 秀 則 

                  次 長  神 戸 和 生 

農林水産政策課 

農林水産政策監 国 枝   玄 

       農業技術課長  佐 藤   巖 

        園芸課長 城   啓 人 

首席農林水産審議員兼 

              畜産課長  高 野 敏 則 

            農村整備課長  田 上 哲 哉 

      森林整備課長  河 合 正 宏 

      森林保全課長 久 保 尋 歳 

            水産振興課長  鎌 賀 泰 文 
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漁港漁場整備課長 尾 山 佳  人 

  水産研究センター所長  田 辺   純 

  土木部 

        総括審議員兼次長  天 野 雄 介 

    土木技術管理室長  野 田 善 治 

          土木審議員兼 

      道路整備課課長補佐  上 野 晋 也 

        河川課長  林   俊一郎 

        港湾課長  潟 山 修 市 

            土木審議員兼 

      都市計画課課長補佐  平 山 高 志 

            土木審議員兼 

  都市計画課景観公園室長  亀 田 俊 二 

      下水環境課長  西 田   浩 

        建築課長 坂 口 秀 二 

      建築審議員兼 

建築課建築物安全推進室長 平 井   章 

   教育委員会事務局 

        義務教育課長  谷 口 慶志郎 

  企業局 

      次長兼総務経営課長  黒 田 祐 市 

      企業審議員兼 

  荒瀬ダム撤去準備室長 下 村 弘 之 

        工務課長  福 原 俊 明 

   警察本部 

           交通部参事官  田 上 隆 章 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 森 田   学 

      議事課課長補佐    鹿 田 俊 夫 

  ――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○吉永和世委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第19回環境対策特別委員会

を開催します。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申し込みが

あっておりますので、これを認めることとし

ます。 

 それでは、お手元に配付の委員会式次第に

従い、付託調査事件を審議させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 議題１、産業廃棄物処理施設の公共関与推

進に関する件、２、有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件及び３、地球温暖化対策に

関する件について、一括して執行部から説明

を受け、その後、質疑は議題ごとに行いたい

と思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、前回委員会からの変更

部分について説明をお願いいたします。 

 では、執行部から説明をお願いいたしま

す。 

 まず初めに、産業廃棄物処理施設の公共関

与に関する件からお願いいたします。 

 

○加久廃棄物対策課長 廃棄物対策課の加久

でございます。 

 委員会資料の２ページをお願いします。 

 公共関与による管理型最終処分場の整備に

係る最近の主な取り組み等についてでござい

ます。 

 １の目的を省略させていただき、２の最近

の取り組み状況から御説明させていただきま

す。 

 (1)クローズド無放流型の施設形式の発表

に記載しておりますように、さきの定例県議

会で、地元住民の方々の御不安にこたえるた

め、安全性を極限まで追求したクローズド無

放流型の施設形式とすることを表明しまし

た。 

 このクローズド無放流型の施設構造は、埋

立地を屋根や外壁で覆い、周辺環境と分離す

るもので、水処理施設で浄化した処理水を河

川に放流しないものです。 

 その後、より丁寧な説明を求めるという地

元の御要望にこたえるため、知事みずからが

現地に入り、地元の方々に直接お会いし、御

不安や御心配の生の御意見をお聞きするとと

もに、クローズド無放流型の施設構造等を説
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明する現地説明会を11月８日、９日に南関

町、和水町で開催し、改めて処分場建設への

御理解を求めました。 

 次に、(2）住民説明会等の開催状況につい

てであります。 

 クローズド無放流型を発表後、10月12日、

14日には、南関町議会、和水町議会全員協議

会で施設構造を説明しております。また、先

ほど御説明したとおり、11月８日、９日に

は、知事参加のもと、南関町、和水町の両町

それぞれ約200名の住民が参加された上で、

住民説明会を開催しております。説明会会場

では、厳しい御意見もちょうだいしたところ

です。 

 その後、事務方で、次ページの３ページ、

(3）環境アセス手続に明記しております環境

アセスメント現況調査中間報告の説明もあわ

せまして、11月14日に南関町坂下、四ツ原地

区住民説明会、同月26日に南関町議会全員協

議会、12月４日に和水町対策協議会、内田

区、長小田区の住民代表約25名で構成されて

おります。同月６日に臼間山総合開発推進員

会、同月10日に和水町議会全員協議会で説明

しております。 

 最後に、３、今後の取り組みです。 

 まず、(1）地元の理解促進についてです

が、さきの県議会で表明しましたクローズド

無放流型の施設形式は、処分場の安全性に対

する住民の方々の不安や心配の多くにこたえ

ることができると考えております。 

 特に、住民の心配の多い地下水への影響に

対しては、二重三重の遮水材、漏水検知シス

テム、モリタリング観測井戸など、複合的な

遮水・漏水対策を採用します。また、これに

加えて、さらに漏水検知時に人工散水を停止

することで、漏水の原因となる水が存在しな

いため、地下水汚染の心配がないことになり

ます。 

 こうした具体的な安全対策を示しながら、

また環境アセス現況調査を引き続き実施し、

既に並行して着手している準備書、評価書の

策定など一連の手続を通じ、具体的な環境保

全措置も提示しながら、理解を求めていきま

す。 

 いずれにしても、今後とも住民の方々の意

見に真摯に耳を傾け、処分場の必要性や安全

性を丁寧に説明し、処分場建設への御理解を

いただけるよう、全力を挙げて取り組んでま

いります。 

 (2）地域振興策につきましても、時期を見

誤らないように検討を進め、地元合意の足が

かりとなるよう、地元にお示ししてまいりた

いと思っております。 

 次のページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 11月８日、９日に住民説明会で使用したク

ローズド無放流型の説明資料の一部を添付し

ております。詳細な御説明は省略させていた

だきますが、クローズド無放流型のメリット

①から⑥まで６項目にまとめて説明しており

ます。 

 ４ページの右上がメリット①無放流でござ

います。左下がメリット②地下水汚染への安

全性のまとめであり、４ページの右下、５ペ

ージ左上が遮水構造、それから右上が漏水検

知システム、さらに左下モリタリングなど、

安全対策を講じることとしております。 

 それに加えまして、今回のクローズド無放

流型の採用によりまして、５ページ右下のメ

リット②のまとめに記載しております。万が

一遮水材の破損があっても、散水を停止する

ことで通常の地下水汚染のリスクを排除する

ことができ、地下水の問題についておこたえ

できると考えております。 

 次の６ページには、そのほかのメリットを

上げております。 

 以上でございます。よろしく御審議お願い

いたします。 

 

○吉永和世委員長 次に、有明海・八代海再
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生に係る提言への対応について説明をお願い

します。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 まず、委員会資料の８ページ、９ページを

お願いいたします。 

 この８ページ、９ページに有明海・八代海

再生に係る提言における施策等一覧を示して

おります。これは、平成16年２月の定例県議

会におきまして、当時の有明海・八代海再生

特別委員会から取り組むべき施策等について

示されたものを一覧表にしたものでございま

す。 

 この一覧表におきまして、下線を引いてお

ります８項目、これが９月県議会以降に新た

に取り組みを行ったものでございますので、

本日は、この下線がございます項目を御説明

させていただきます。 

 それでは、資料に沿いまして、各担当課か

ら順次説明させますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○西田下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 説明資料の10ページをお願いいたします。 

 生活排水処理施設の整備促進についてでご

ざいます。 

 資料の一番下から２行目をごらんくださ

い。本年度の取り組み状況でございますが、

施設整備のマスタープランとしております熊

本県生活排水処理施設整備構想の見直し作業

を進めております。見直しにおきましては、

現構想を策定した平成15年時とは、人口の動

向、高齢化の進展など社会情勢が大きく変化

しているため、下水道、浄化槽などの中か

ら、それぞれの地域に合った整備手法は何な

のかを再検証することが一つの柱になってま

いります。 

 現在、各市町村の考え方をもとに水質保全

効果の確認を行っているところであり、今

後、将来の方向性なども盛り込みながら各市

町村と協議を進め、早期に見直し案を取りま

とめて本委員会に御報告したいと考えており

ます。 

 下水環境課の説明は以上でございます。 

 

○田代水環境課長 水環境課でございます。 

 11ページ、項目は、工場・事業場の排水対

策でございます。 

 上乗せ規制適用区域の設定をほぼ全県に拡

大して、基準の確認をしております。 

 一番下の段、取り組み状況でございますけ

れども、４月からこれまで、保健所を中心と

いたしまして284の事業場に立入検査を行い

まして、水質基準超過となりました10事業場

に対しまして、施設や管理体制について、改

善勧告４件、あるいは処理施設の運用ミス等

に対しての厳重注意３件などを指導しており

ます。随時、改善の確認を行ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 資料の12ページをお願

いいたします。 

 海域環境への負荷の削減ということで、魚

類養殖、ノリ養殖について取り組みを行って

おります。 

 一番下の欄、最近の取り組み状況でござい

ますが、魚類養殖については、10月を主体に

底質調査をすべての漁場で実施しておりま

す。今後、それらの結果をもとに、各漁協の

指導を行っていくこととしております。 

 ノリ養殖につきましては、既に漁期が始ま

っておりますが、機会をとらえて、酸処理剤

の適正使用や行使方法について、指導、助言

を行っていくこととしております。 

 以上でございます。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま
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す。 

 13ページをお願いいたします。 

 提言項目が、森林の整備、施策が、森林整

備の着実な推進でございます。 

 資料下段の方、平成22年度の取り組み状況

でございますが、11月補正予算におきまし

て、森林環境保全整備事業、間伐等森林整備

促進対策事業によりまして、間伐、基幹作業

道、中核作業道の整備等を追加提案させてい

ただいております。これらによりまして、間

伐を初めとする森林整備のより着実な推進が

図れるものと考えております。 

 森林整備課関係は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 説明資料の14ページをお願いいたします。 

 提言項目の海砂利採取への対応の中の法令

の遵守・指導でございますが、平成22年度の

取り組みの中の下段の②の取り組み状況の

(2）行政処分についてでございますが、違法

採取によりまして、平成22年７月に砂利採取

法による登録取り消し、一般海域管理条例に

よる過料処分並びに不当利得返還請求を行い

ました業者から、９月16日付で、登録取り消

し及び過料処分について、知事に対する異議

申し立ての提出がございました。現在審議中

でございまして、今後決定を行うことといた

しております。 

 続きまして、(3）の平成22年度の許認可に

ついてでございますが、不認可処分を行った

業者から、砂利採取法に基づきまして、公害

等調整委員会に対して不服申し立てが行われ

ました。現在、県知事からの答弁書を提出し

ている状況でございます。 

 また、一般海域管理条例、漁業調整規則の

不許可処分に対しましては、それぞれ国土交

通大臣及び農林水産大臣に対しまして審査請

求が行われております。このうち、農林水産

大臣からは、弁明書等の提出指示が来ており

ます。 

 今後とも、関係各課が連携し、適切に対応

したいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

 

○鎌賀水産振興課長 15ページをお願いいた

します。 

 アサリなど漁獲サイズや漁期の制限等、資

源管理の強化についてでございます。 

 一番最後の一番下の欄、取り組み状況等で

ございますが、アサリについては、資源量調

査等の結果を踏まえ指導をしているところで

ございますが、菊池川下流域のハマグリにつ

きましては、委員会指示による採捕禁止期間

が終了いたしまして、11月から採捕が行われ

ています。 

 今後は、委員会指示の効果や見直しの必要

性等について検討していく予定でございま

す。 

 以上です。 

 

○田辺水産研究センター所長 水産研究セン

ターです。 

 16ページをお願いいたします。 

 燐含有量の少ないえさの開発でございま

す。 

 魚類養殖用のえさは、魚粉の含有率が60％

と高く、この魚粉には燐が多く含まれている

ため、食べ残しのえさやふんから溶け出す燐

が八代海における環境負荷の一因となってお

ります。 

 そこで、水産研究センターでは、燐による

環境負荷を減らすということ、また、値段の

高い魚粉を使わないで、つまりえさの価格を

下げるということを目的として、そこの概要

のところに書いておりますＥＰ、エクストル

ーダペレットと申しますけれども、を使いま

して、魚粉の少ないえさの開発を行ってまい
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りました。 

 その結果、魚粉の量を60％から20％に減ら

し、減らした魚粉のかわりにタウリンという

物質を補うことで、栄養不足もなくて従来ど

おりのマダイやトラフグが育つことがわかり

ました。その試算によりますと、普通のえさ

に比べ、燐による環境負荷が約26％下がり、

また、えさの値段も最大で25％下がるという

結果も得られております。 

 現在、魚粉10％で試験中ですが、現在のと

ころ従来の60％の魚に対して遜色のない成長

が見られております。そこで、またさらに魚

粉０％という形で試験中であります。 

 以上です。 

 

○鎌賀水産振興課長 17ページをお願いいた

します。 

 諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査の実

施の件でございます。 

 この件につきましては、県は、有明海の環

境変化と原因究明のため、諫早湾干拓事業の

開門調査が必要であるという立場をとってき

ておりますが、まず、その前に環境アセスメ

ントを早急に実施するよう求めてきたところ

でございます。 

 最後の欄、取り組み状況等についてでござ

いますが、下から３行目のところに書いてお

りますが、先週の12月６日、諫早湾干拓訴訟

控訴審判決におきまして、福岡高裁で、平成

20年度の第１審佐賀地裁判決を指示し、改め

て５年間の常時開門を命じるという判決が出

ております。 

 県としましては、これにより取り組みが大

きく変わるものではございませんが、今後の

国や委員会の動向を見守りながら、関係県と

連携して対応していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 次に、地球温暖化対策に

関する提言への対応について説明をお願いい

たします。 

 野田環境政策課長。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 資料の19ページをお願いいたします。 

 地球温暖化対策に関する提言への対応につ

きまして、その概要を一覧表にまとめたもの

でございます。 

 一覧表の中で下線を引いております10項目

につきましては、９月県議会以降に新たな取

り組みを行ったものでございますので、本日

は、この下線がある項目を御説明いたしま

す。 

 それでは、資料に沿いまして順次説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 産業・業務部門のうちの事業活動における

取り組みの推進についてでございます。 

 取り組み状況は、21ページの方に記載して

おります。21ページをお願いいたします。 

 上段の丸でございますが、条例に基づきま

す事業活動温暖化対策計画書制度の円滑な運

用のための施策についてですが、ポツの１つ

目と２つ目に記載しておりますとおり、補助

事業の申請の受付を７月から11月まで行いま

して、上段の省エネ改修につきましては７

件、下段の方の駐車場整備につきましては２

件の応募があった状況でございます。 

 ３つ目のポツでございますが、10月１日か

ら建築物環境配慮制度がスタートしまして、

計画書の提出が３件なされております。 

 下段の地球温暖化対策に係る計画の策定状

況につきましては、この後、報告事項の方で

御説明をさせていただきます。 

 以上でございます。 
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○横井交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 運輸部門の(2）公共交通機関の利用促進に

ついて御説明いたします。 

 取り組み状況等につきまして、次の23ペー

ジの下段②をお願いいたします。 

 (1）のノーマイカー通勤運動の強化等のう

ち、１つ目の丸の休日ファミリー割引につい

てでございますが、子供連れ家族に公共交通

機関利用の動機づけを図るとともに、子供た

ちにバスなどに乗る機会を与えることによっ

て将来の利用につなげることを目的といたし

まして、去る９月18日から10月17日までの１

カ月間、土曜、日曜、祝日に、県内の路線バ

スと市電電車におきまして、大人１人に同伴

する子供３人までを無料にする社会実験を実

施いたしました。 

 その結果、この制度を利用された大人、子

供の総数が３万525人、うち、ふだんは車で

出かけているんだけれども、割引制度があっ

たからバスを利用したという公共交通機関へ

の転換者が１万6,049人おられまして、この

取り組みは本年度初めてでございましたけれ

ども、一定の成果は得られたのではないかと

考えております。 

 以上でございます。 

 

○森永新エネルギー産業振興室長 新エネル

ギー産業振興室でございます。 

 同じ23ページの一番下段、(3）の乗り継ぎ

の円滑化についてをごらんいただきたいと思

います。 

 県では、電動バイクを活用した新しい乗り

継ぎの円滑化施策といたしまして、地域グリ

ーンディール基金を活用いたしまして、ソー

ラーによる発電も電力の一部とした充電イン

フラ整備を進めております。 

 今般、地元自治体との協議が整いまして、

水俣市役所と道の駅阿蘇の２カ所に充電設備

を設置することとなったものでございます。 

 今年度は、ソーラーつきの駐輪場の整備を

行うまでということを考えておりまして、具

体的な実証実験等につきましては、23年の４

月以降を予定しておりまして、現在その詳細

を詰めているところでございます。 

 以上、新エネルギー産業振興室でございま

した。よろしくお願いいたします。 

 

○野田環境政策課長 続きまして、資料の24

ページをお願いいたします。 

 家庭部門の家庭における取り組みの強化で

ございます。 

 22年の取り組み状況は、続きまして25ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、１番目の県民等への地球温暖化問題

の動機づけについてでございますが、１つ目

の丸の総ぐるみくまもと環境フェア2010につ

きましては、第１弾としまして、10月30日に

熊本市動植物園で、第２弾としまして、11月

27、28日にグランメッセで行いまして、合わ

せて約１万1,700人の来場があったところで

ございます。 

 続きまして、２つ目の丸でございますが、

地球温暖化対策地域協議会等への活動支援に

つきましては、地域協議会への設立促進のた

め、人吉・球磨地域で支援を行うことにして

いるところでございます。 

 ２番目の家庭部門と他部門の連携による取

り組みの推進につきましては、記載のとお

り、くまもとＥｃｏプロジェクト推進事業で

は、かぎ括弧の中に記載しておりますよう

に、４団体につきまして補助金の交付決定を

したところでございます。 

 以上でございます。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 部門が、二酸化炭素吸収対策、提言項目
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が、森林吸収源対策の推進でございます。 

 資料の27ページの②取り組み状況等のとこ

ろでございますが、先ほど有明海・八代海の

環境の保全に関する件の際にも御説明させて

いただきましたとおり、11月補正予算におき

まして、森林所有者の負担軽減が図れる定額

方式で助成を行います間伐等森林整備促進対

策事業によりまして、間伐、基幹作業道、中

核作業道の整備を追加提案させていただいて

おります。 

 企業等の森づくりの促進といたしまして、

企業や森林所有者等に対して、９月、10月に

企業・法人等との協働の森づくり指針の説明

会を開催いたしますとともに、熊本県森林吸

収量認証制度につきましても御説明をいたし

ました。 

 また、県有林オフセット・クレジット取得

事業につきましては、年度内のクレジット認

証に向け手続を行っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたが、まず、産業廃棄物処理施

設の公共関与推進に関する件について質疑は

ありませんか。 

 

○吉田忠道委員 ２件ほどちょっと質問いた

します。 

 ９月議会で知事がクローズド型を表明され

まして、その後、関係者の方の説明に努力さ

れているところでございますけれども、11月

８日、９日の南関町あるいは和水町の説明

会、これらを見ておりましても、なかなか地

元の理解が得られないという状況にあるとい

うふうに感じておりますが、その中で私は大

きく２つ疑問を持っております。 

 １つは、このクローズド型の安全性という

ことに対する説明は一生懸命やられておりま

すけれども、地元の人の疑問の中に、なぜ南

関町かという地域の設定の説明、この説明が

不十分だというふうに考えておりますし、そ

の中でも、このクローズド型を導入すると方

針を決められた以降、条件が非常に変わった

と思うんですね。 

 これまで、南関町に決定された、これが唯

一の最適地だと決められた中には、このクロ

ーズド型のときはまだ入ってなかったんで

す。さまざまな過程で８カ所に絞って、さら

に１カ所に絞られたと思いますけれども、こ

のクローズド型に決めた以降については、そ

れでもなぜこの南関町かということに対して

の説明責任がない。だから、もしクローズド

型であれば、何も南関町じゃなくてもほかの

ところでもできるんじゃないかという考えは

当然出てくると思うんです。 

 その付近の説明をやはりしっかりやっても

らわないかぬということと、もう一つは、９

月の議会でも知事が表明されたように、地元

の理解をしっかり得た上で進めていくという

ことになりましたから、そうすると今の計画

どおり私は進まないんじゃないかなという懸

念を持っております。その付近の計画に対す

る県の考え、これをお聞きしたいと思いま

す。 

 

○中島公共関与推進室長 今先生の方からお

話がありましたように、11月８日、９日、知

事が赴きまして、住民説明会を開催いたしま

した。 

 それで、私どもの印象といたしましては、

今回発表いたしましたクローズド無放流型に

ついては、まず知事が地元入りしたこと、そ

れからクローズド無放流型については、地元

の皆さんは一定の評価はなされているものと

いうふうに私たちはとらえております。 

 と申しますのが、今先生もおっしゃいまし

たように、当日の質問も、この施設構造に対

する質問はほとんどありませんでした。先生

おっしゃいますように、なぜ南関町なのかと
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いうような、いわゆる入り口論といいます

か、そもそも論の意見が多かったように思い

ます。その点については、まだなかなか御納

得、御理解をいただいていないというのが実

情でありまして、これまでの私たちの説明力

の不足を痛感いたしておるところでございま

す。 

 引き続き、丁寧に説明をしていきたいと思

っておりますが、先生が後半おっしゃいまし

たクローズド無放流型を発表したことによっ

て、南関町以外でも考えられるのではないか

というような御趣旨だろうと思いますが、一

応もう５年前に南関町と決定して以降、これ

までの努力を続けておりますし、今この南関

町から撤退し、よそのほかの候補地に変える

などということは、いたずらに混乱を招くの

みだと考えております。 

 それから、あえて申し上げれば、クローズ

ド無放流型にすることによって、ほかのとこ

ろがさらに適地になるかということになる

と、そういうことはないと思っております。 

 それから、もう１点は、スケジュールが計

画どおり進むのかという御心配をいただいて

おりますが、御指摘のとおり、物理的に非常

に厳しいタイトなスケジュールになっておる

ことは、そのとおりでございます。 

 しかし、知事も当日申し上げましたよう

に、今私たちに大切なのは、地元の御理解を

最優先とし、そして丁寧に説明を続けていく

というような姿勢でおります。 

 したがいまして、今このスケジュールを見

直す、考え直すというのは、現時点では考え

ておりません。目標に向かって誠心誠意今努

力している最中でございます。 

 以上でございます。 

 

○山本環境生活部次長 補足をさせていただ

いてよろしゅうございますか。 

 

○吉永和世委員長 はい、どうぞ。 

 

○山本環境生活部次長 済みません。立地を

なぜ南関に決めたかという、その点でござい

ますが、実は大きく３点ございます。立地の

面、立地特性と言っておりますが、これは御

承知だと思いますけれども、現地のくぼ地の

地形がございます。それから、国道とか県

道、複数のルートがある、それからインター

に近い、そういった立地の面がすぐれてい

る。 

 それから、もう一つが、安全性の面、これ

は、あそこに水がたまっておるのは御承知だ

と思いますが、下の方はもう水が全然通らな

いという、そういう非常にかたい地層の上に

つくるということ。 

 それから、最後に経済性の面でございます

が、くぼ地の地形を利用できるということ

で、通常かかるコストを安全対策に使えると

いうようなこと。そのような３つの点から現

地を選んでおります。 

 今回クローズド型にしたからといって、こ

の条件が変わるわけではございませんので、

改めて追加して補足して申し上げさせていた

だきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いします。 

 

○吉田忠道委員 事情はよくわかっておりま

すけれども、このクローズド無放流型にする

と決めたときに、改めてこの８カ所、少なく

とも８カ所の評価の再点検はしたのかという

のが一つは私は疑問があったんですね。だか

ら、全くもう最初からここに最終的に決めと

ったんだから、もう検討する余地はないとい

うふうに私は受け取りました。 

 だから、その付近が、仮に８カ所の候補に

上った時点で、このクローズド無放流型なら

ばうちの町でやるよというようなところはな

いんですか。全くそういうことはないかとい

うことも一つやっぱり検討してもらいたいと

思うんですね。 
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 それから、２件目の計画については、当初

の計画でいくならば、もう23年度から工事に

着手ですね、途中から。今は、そのような状

況に全くなってないわけですから――丁寧に

説明していくということは当然のことです、

これは。それだけでも、なおやっぱりその計

画に無理があるということであるならば、次

善の策は当然考えておかなきゃいけないんじ

ゃないかと思いますけれども、もう一度お願

いいたします。 

 

○中島公共関与推進室長 今先生の御質問

で、クローズド無放流型を発表して、ほかの

候補地に当たったか、あるいはほかの候補地

を検討したかという御質問に対しては、ほか

の候補地に打診をした、あるいは検討したと

いうことはございません。現時点では、南関

町が最適地と、一番に取り組むべき候補地と

いうふうに決めて進んできておりますので、

新たにクローズド無放流型を発表したからと

いって、ほかの候補地を検討したということ

はございません。 

 先ほど次長も申し上げましたように、クロ

ーズド無放流型で適地の評価が変わるという

ことは思っておりませんので、南関町がやは

り第１番目の候補地として現在検討を進めて

いるところでございます。 

 それから、スケジュールにつきましては、

先生御指摘のとおり、あるいは私たちも非常

に今厳しいと、厳しいタイトなスケジュール

だということは認識をいたしておりますの

で、これも実施設計に入るまでにはきちんと

したスケジュールを見直す必要があれば見直

したいと思いますけれども、今すぐにいたず

らにこれを先延ばしするというようなつもり

は現時点ではございません。目標に向かって

今邁進している最中でございますので、今し

ばらく時間をちょうだいいたしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。はい、どうぞ。 

 

○渡辺利男委員 最終処分場の話ですけれど

も、先日トップである知事が行かれたにもか

かわらず、非常に対応が厳しいものがあった

ということですよね。トップが行かれる以

上、私はもう少し地ならしとか露払いという

のはしっかりされていたのではないかという

ふうに期待しておりましたけれども、意外と

トップが出ていくのにあの程度だったのかな

と、５年間何をしていたのかなというふうに

印象としては思ったわけですよ。これだけ県

政の大きな課題になっているけれども、廃棄

物対策課だけの仕事になっているのではない

かなと。 

 例えば、南関町に一番日常的に接している

のはやっぱり地域振興局ですよね。玉名地域

振興局は160人職員がおりますけれども、私

は、当然この中に南関町の最終処分場対策課

とか対策班とかそういうのができとるんだろ

うと思っておりましたけれども、一人として

対策されているのはいない。地域振興局は何

をやっているんですかと言うと、いや、廃棄

物対策課が説明会をされるときには同席して

います、行ってますという程度ですよね。 

 ですから、私は、やっぱり南関町に御理解

いただくには、町長を初め、町職員、あるい

は町議会、あるいは区長会の皆さんとか農協

とか商工会、あるいはいろんな市民団体もい

らっしゃるかもしれない。そういう方たちに

日常的に接して、繰り返し説明をして理解を

求めていく以外にないと思うんですよね。 

 ところが、日ごろ何の接触もしていない、

あるいは人間関係もつくっていないような廃

棄物対策課だけが町に出ていってやりとりを

しても、これは相当時間がかかるのではない

かと。地域振興局が一番身近なところにおっ

て何のために存在しとるのかなというふうに

思うわけですよね。 

 ここは企画がいらっしゃいませんけれど
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も、そういうふうにこういう大きな問題はも

う少し総合的に県庁を挙げてやっていかない

となかなかうまくいかないのではないかなと

いうふうに、この間の知事の行った後の対応

を見て思ったわけですけれども、どうです

か、そこのところは。答える人はいないのか

な。 

 

○山本環境生活部次長 済みません、山本で

ございます。 

 私も、御承知のように、前任２年間は廃棄

物対策課の課長をしておりまして、確かに先

生御指摘のとおりだと。局には担当官がおり

ませんので、今の御意見は貴重な御意見だと

思いまして、反省をさせられたところでござ

います。 

 今後、御意見などを踏まえまして、頑張っ

ていきたいと思っておるところでございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○渡辺利男委員 行政全体のあり方ですけれ

ども、地域振興局のあり方にかかわるんです

よ。 

 例えば、ちょっと話が外れるかもしれませ

んけれども、五木村の振興についても、ああ

いうふうな状況になって慌てて五木村振興計

画なんかをつくろうとしているでしょう。 

 ところが、球磨地域振興局は何十年もあそ

こにおって仕事をしておるわけですよ、200

名以上の人が。五木村の振興のためには、何

が必要で、どうすべきかというのは、右から

左にすぐ出せるような状況にあるのが本当で

すよね。日ごろ何ばしとっとだろうかという

ふうに思うわけです。 

 だから、地域振興局というのは、一番市町

村に身近なところにおるはずで、日常的にい

ろんなかかわりを持って町役場や町長とも仕

事をしているわけで、そこが、こういう五木

村の振興とかこの最終処分場の問題とかをよ

そごとみたいにしとる姿を見て、こういうこ

とならもう地域振興局はなくしたってええな

というふうに思うわけですよね。だから、ぜ

ひ、もう少し総合的に行政全体でこういう大

事な問題には取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

○岩中伸司委員 私も地元のすぐ近くです

が、南関の隣ですので、この問題には当初か

らいろいろ問題があるんだなというふうなこ

とは委員会の中でも聞いてきたんですが、最

終的にこの選定をされて、この南関町に県と

しては決めていったということを受けて、私

の個人的な情報では、それに対する猛反対と

いうか、こんな声は余り届いてなかったんで

すね、正直。ずっと経過を見てみれば、今回

もクローズド無放流型というふうなことで提

起をされてくることを見れば、私はやっぱり

安全性の問題が一番最重要点かなというふう

なことを考えていたのですが、きょうの委員

会でも、この入り口の問題から、この前の知

事が行かれた説明会ではかなり反対があった

という中身は、どうもそこに集中しているよ

うな感じがするので、これは一番基本的なと

ころの出発点だなと。 

 今渡辺委員がおっしゃったような形ももち

ろん大事なことですけれども、この処分場を

来年度からどう具体的にこれを進めていくの

かというせっぱ詰まった状況の中で、私はや

っぱり先ほどの意見も一考する必要がある、

こういう完璧な施設をつくるとすれば、希望

する、手を挙げるところもあるんじゃないか

というふうな気持ちもするんですね。 

 ただ、行政として、これを進めると決め

て、途中で変更したらなお混乱を招くとい

う、おっしゃることも十分わかるんですね。

混乱をしていくということもあるので、私

は、やっぱりこの入り口の問題というなら

ば、もっと深刻に受けとめながら、南関でぜ

ひやりたいということであれば、やっぱり本
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当に集中的に、議会もそうですが、地域の反

対をされている人たちと個別に当たっていく

とか、何かそういう手だてを集中的にやらな

いと、これは実現しないんじゃないか。もっ

と紛糾していくような心配もするので、です

から県としては、完璧に住民に迷惑はかけな

い、安全面でも完璧なんだという、これだけ

の施設をつくるとすれば、私は、入り口論と

すればちょっと方向が違うので心配をしたん

ですね、きょうなんかは特に。 

 その辺は、対策、これまでじゃないような

考え方でいかないと、進めていくには困難性

があるなと思うので、その辺の決意と今後の

方向を示していただきたいと思うんですが

ね。 

 

○山本環境生活部次長 ありがとうございま

す。いろいろと御心配をかけております。 

 この計画そのものは、県民の生活環境の保

全、それから経済のインフラとしてぜひ必要

なことだということで、我々、議会の皆様方

からも応援を受けまして、一生懸命取り組ま

せていただいているところでございます。 

 南関町に決めさせていただいた理由は、先

ほど申し上げたような理由でございまして、

我々としては、ぜひ御説明をし、御理解を申

し上げ、さらに、我々現地に行きまして、住

民の方たちの御苦労というのを肌で感じてお

りますが、これは県民の皆様にも理解をいた

だきながら、そして、この両町の苦しみを県

民全体で支えるような、そんな努力をしなき

ゃいかぬと思っておるところでございます。 

 安全策につきましても、先ほど課長の方か

らも説明がございましたけれども、このメリ

ットで究極の極限まで安全性を高めたという

ことで、追求したということで、ぜひ御理解

をいただきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 今後も一生懸命頑張りますので、どうぞ御

支援のほどよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 

○岩中伸司委員 十分わかるんですけれど

も、安全性を求めたという、私は、その心配

は安全性の面以前の問題のような感じがする

ので、大変なことだなというふうな思いでい

ますので、ぜひそういう構えを持っていただ

きたいと思います。 

 

○西岡勝成委員 この廃棄物処理場というの

は、基本的には基地問題に似たような部分が

あって、だれも必要と思いながらも、自分の

ところに来るのは嫌だというような感覚があ

ると思うんですけれども、まさしくそのよう

な問題で、安全性をこれだけ努力されて高め

ながらされているわけですけれども、何がな

んでも反対という人は、絶対これは聞く耳を

持たぬ方々がいらっしゃると思うんですね。 

 そこで、どうそれを踏み切るかというよう

なところまで、私は、もう現実これだけ努力

されて安全性の確保をされてきている中で、

やはり熱意を持って説得される必要もあろう

かと思いますけれども、やはりこの安全性に

自信を持っておられるなら、もうそろそろ決

断をされてやる時期もあろうかと思いますの

で、なお一層の住民に対する説明責任という

のは大事かと思いますけれども、ぜひ、自分

たちも施設に対して自信を持って取り組んで

いるんだということを住民の人たちにも理解

をしてもらい、県民の皆さん方にも、やはり

財政的にもいろいろな分野でやっていかなき

ゃいかぬ部分もありますので、ぜひその辺は

心してやっていただきたい。 

 

○駒崎環境生活部長 たくさん御意見をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 山本次長や担当室長から答えた部分と重な

りますけれども、多少整理して、現状と今後

の取り組みの姿勢というものを御説明したい

と思います。 

 - 12 -



第19回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成22年12月13日) 

 入り口論につきましては、なぜ南関町かと

いうことにつきましては、担当室の方がこれ

まで５年間の間に何回も地元に入りまして、

地元の行政区長さんを初め地元の方々に説明

をしてまいりまして、その間、先進地で佐賀

とか島根の方を現地視察していただきまし

て、こういうふうな施設ですよということで

御理解を得て、それならばとにかく環境アセ

ス程度のところまでは手続を進めて状況を見

てというふうに御理解を得ながら進めてきた

というつもりでございます。岩中委員からお

話があった、当初大きな反対の声はなかった

というのは、そういう時期のことであったか

と思います。 

 環境アセスに入りました段階で、半径１キ

ロ以内のところあたりを中心に井戸の調査な

どもさせていただくということで入りました

ときに、今まで聞いてなかったという方がい

らっしゃって、施設そのものができる地点の

本当の地元中の地元を最優先して、その方た

ちに接してきた経緯が、多少周辺の方々にと

っては自分たちは後回しになったという印象

があったかもしれません。少しその点で、な

ぜ南関になったのだというふうな説明からや

り直してくれということで、その辺の入り口

論が今続いているところはあるかと思ってお

ります。十分反省して取り組みを進めており

ます。 

 知事の現地入りなど、そのほかの事柄につ

いて少し補足いたしますと、渡辺委員からお

話がありましたように、もう少し露払いをし

て、きちっと論点が整理できて、じゃあ知事

が入ってお願いをすれば何とか前に進むとい

うタイミングを見てというふうな考えもござ

いましたけれども、知事の強い意思で、いろ

いろ準備が整ったところで出ていくのではな

くて、自分が先頭に立って地元の方に接す

る、直接説明をして直接声を聞くというふう

な強い決意を示されましたので、今回のよう

なことになりました。 

 知事以下、私どもの気持ちとしましては、

これまで、入り口論など、なぜ南関町か、あ

るいはどういう施設かということは、ある程

度地元中の地元の方々には御説明したつもり

ですけれども、まだ十分に伝わってない部分

があった。 

 それと、何といいましても、クローズド型

にして大分前提が変わったということで、一

から説明ということで、そこからいわば新た

な一歩のつもりで、知事の直接の説明、直接

の意見聴取ということから始めようというこ

とで始めたところでございます。 

 その後も、私が地元に行きまして、説明を

するようにいたしております。県議会と日程

が重なった場合に行けない場合には、次長以

下で対応しておりますけれども、頻繁に入る

ようにいたしております。 

 それから、振興局との関係でございますけ

れども、全く新しい仕事でございまして、振

興局の方はなかなか具体的な情報、直前の情

報が入ってこないという状況がございました

ので、ちょうど南関町に決定したときには、

私が玉名振興局の局長をしておりましたけれ

ども、当時は振興局にも事前に情報提供した

上で南関に行くという形でございました。振

興局の方が、局長以下の振興局の職員が十分

に消化できていない情報で地元に入るのが、

かえって危険では――危険というと語弊があ

りますけれども、地元に誤解を与えるといけ

ないと、言葉足らずの説明などがあると誤解

を与えるといけないということで、当時の公

共関与推進室が頻繁に入ってきております。 

 公共関与推進室の職員は、既に延べ回数に

しますと、100回とは言わず200回を超えるぐ

らいの回数現地に入っておりまして、いろん

な方とお話をしております。井戸調査につき

ましても、調査ならいいよというふうな御理

解を得て進めておりますし、既に顔も名前も

覚えていただいて、固有名詞で呼びかけをし

ていただくというふうなところまで関係がで
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きつつあるかというふうに思っております。 

 そうした努力を続けておりますけれども、

まだ100％の賛成というのはなかなか難しい

段階でございます。この後どうするかという

御意見、吉田委員からもございました。危機

管理としては、次善の策を常に考えるという

のが危機管理だと思いますけれども、今私ど

もは、御理解を得ながら、当初の計画どおり

着工するという前提で努力をいたします。 

 その後、知事からは、定例記者会見などで

スケジュールを優先するものでないという趣

旨の答弁もあっておりますので、そこら辺の

ところを考えながら取り組んでまいりますけ

れども、今直ちにスケジュールを変更して取

り組むということではなくて、今は我々がお

示ししておるスケジュールに沿って実現でき

るよう全力を挙げるというふうなことで取り

組みを続けてまいりたいと思っております。 

 どうぞ、今後とも、いろいろな御支援と御

助言を賜りたいと思います。よろしくお願い

申し上げます。 

 

○井手順雄委員 確認いいですか。 

 今総括で部長の方から言われましたけれど

も、粛々とスケジュールどおりに行っていく

と。 

 確認ですけれども、これは、そもそも23年

度ぐらいになれば公共関与した処分場ができ

なかったらもう熊本県は捨てるところがなく

なるというようなことで始まった事業だろう

という理解がありまして、そしてことしにな

ってからかな、捨てる量がだんだん少なくな

ってきたので、あと何年かは熊本県のほかの

施設の民間の処理場で処理ができますよとい

う御説明がございました。 

 今この状況で、公共関与という施設が、例

えば、仮にですよ、なかなかそういう話がま

とまらなくてできなかったと、そのときに、

今捨てている処理場がいっぱいになって、公

共関与の施設ができなかったといった状況も

あり得るのかなというふうに思いますけれど

も、そういうときにはどうされるんですか。 

 

○駒崎環境生活部長 今の点、まず、ごみ処

分場の見込みが変わってきているという前提

については、棒グラフを示したのがございま

すので、今から配りたいと思います。配りま

すけれども、それは後ほど事務的に説明いた

しますが、万が一足りなくなって、県内に産

廃の処分場が全くないということになります

と、熊本県としては大変残念な事態ですけれ

ども、当面県外の処分場に受け入れていただ

くということでお願いせざるを得ないかなと

は思います。 

 

○井手順雄委員 じゃあ、その間、間に合わ

ぬだった場合には、もう県外に持っていくと

いうようなことでございますね。 

 私思うに、環境立県くまもとというのを大

きくアドバルーンを上げて今熊本県は取り組

んでおられます。そういう県が、そもそもこ

うやって県外に持っていかなきゃいけない状

況に陥るような可能性があるというのが、私

はちょっとおかしいところがあるのかなと。 

 やっぱりやることとすること、実際がアン

バランスなところがあるのかなというような

理解をしているところでございますので、や

はり県民に対してそこら辺は十分に理解を求

めていきながら、行政としては、もうちょっ

と先手先手の行政手腕というのを振るってい

ただきながら、やはり環境立県くまもとにふ

さわしい熊本県になるように頑張っていただ

きたいというふうに思います。答弁は要りま

せん。 

 

○吉永和世委員長 説明します。どうぞ。 

 

○中島公共関与推進室長 今お手元に配付い

たしました資料でございますが、これは近年

のこれまでの管理型最終処分場の残存容量の
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推移でございます。 

 例えば、平成12年度に52万立米の残存容量

がございましたが、それがどんどんどんどん

減っていっておりまして、白と黒の棒グラフ

が２本並んでおりますが、黒い方が実績の残

存容量でございまして、平成15年度末におき

ましては、21万立米まで残存容量が減ってい

ったと。それから、16年度に13万立米に減る

予定でございましたけれども、ここで民間施

設の14万の増設がございまして、一たん一息

つきました。 

 しかしながら、それ以降、また17、18、19

と容量が減っていって枯渇目前となっており

ます。それから、20年度は、図のとおり６万

立米、それから、21年度は、もういよいよ枯

渇する予測でございましたけれども、ここで

九州産廃が約14万立米の増設をいたしました

ために現在一息ついておりまして、21年度末

では、あと年数としましては、残余年数とし

て４年弱というようなデータが出ておりま

す。 

 したがいまして、増設等がございますの

で、残存容量はでこぼこがございますけれど

も、このままの状態でいきますと、21年度末

で残余年数が約４年弱でございますので、い

よいよ枯渇していくというような状況でござ

います。 

 それから、あわせて申し上げますと、先生

方も御承知であろうかと思いますが、九州産

廃は、菊池市との協定で平成26年度末で受け

入れを終了することになっております。あわ

せて、もう一つの民間処分場がございます

が、ここも受け入れ品目を限定しているとい

うような状況もございまして、どうしても私

たちが今計画しております公共関与の処分場

が必要になってくるというような状況でござ

います。 

 以上です。 

 

○山本環境生活部次長 追加で少し補足をお

願いさせていただいてよろしゅうございます

か。 

 今のこの表でごらんのとおりで、12年度か

ら白い棒グラフが立っておりますが、ごらん

のとおりでどんどん右肩下がりで下がってき

ております。そういう見込みで来ておりま

す。 

 ところが、16年度に14万立米の増設があっ

て、それで今現在どうにかもってきていると

いう、そういう状況が１点でございます。 

 それから、ごみの排出量も確かに減ってお

りますが、廃棄物が出なくなるということは

決してございませんので、これは、やはり我

々が今後最終処分場をぜひつくっていかなき

ゃいけないという状況に変わりはないと思っ

ております。 

 

○吉永和世委員長 厳しいスケジュールだと

思いますけれども、最終的には決断する時期

が来るというふうに思いますので、自信を持

って決断できるように、地域住民の方々に引

き続き納得いただけるように御努力いただき

たいというふうにお願いをいたしたいと思い

ます。 

 では、なければ、有明海・八代海の環境の

保全、改善及び水産資源の回復等による漁業

の振興に関する件について質疑を行いたいと

思いますが、質疑はございませんか。 

 

○西岡勝成委員 養殖漁場を含め、底質の調

査をしていただいております。自然界と違っ

て、養殖漁場というのは１カ所に集めてある

わけですから、それぞれ環境に影響を及ぼす

のはもう必至なわけなんですけれども、でき

るだけ低減するために、えさのやり方とか、

いろいろ今日までも御努力をいただいており

ます。 

 ただ、長年養殖漁場として使っているとこ

ろは、かなり底質が悪いところがあるんじゃ

ないかと私は思っていますが、要するに潮の
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流れの速いところとか遅いところとか、また

何年か台風も来ていませんので、攪拌ができ

ないというようなことがありますが、実際と

して、調査されて、ここの漁場は、非常に問

題や底質が大分悪化しているというようなと

ころはあるんですか。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課です。 

 養殖漁場をずっと調査をしておりますが、

昔から比べますと、えさのやり方が変わって

きております。生の冷凍しておりました魚を

船上でミンチにして粉砕して与える方法か

ら、モイストペレットという、魚粉などをま

ぜてある程度固めたえさに変わり、またさら

にＥＰという飼料でビスケットのような形の

ものに変わってきております。それで、相対

的には、養殖漁場の底質も改善しつつありま

す。以前と比べて悪くなるんじゃなくて、よ

くなる方向にあります。 

 個々のデータは今ちょっと持ち合わせござ

いませんので、詳しく申し上げることはでき

ませんけれども、海そのものに浄化能力がご

ざいますので、ある程度の栄養分の負荷とい

うのを抑えることができたら改善方向に向か

うといった仕組みで、特に急激に悪化してい

るようなところはございません。そういった

状況だと思います。 

 

○西岡勝成委員 そういう流れの中で、２年

３年続きで大赤潮が発生しているということ

は、要するに、そこの漁場の要因よりもほか

の外部要因でそういう赤潮が発生していると

いう解釈でいいんですか。 

 

○鎌賀水産振興課長 赤潮の発生につきまし

ては、いろんな要因があろうかと思いますけ

れども、水質の問題、栄養分の問題というこ

とに限りますと、特に現状で以前より急激に

悪化したとかという状況ではございません

で、いろんなプランクトンが繁殖するための

微量元素の問題ですとか、あと、ほかの植物

プランクトンとの関係、競合しているプラン

クトンがいなくなった状態でシャトネラが発

生するとか、そういった微妙なバランスが崩

れているといいますか、そういったバランス

の中で大きな発生がことし見られたというこ

とではないかと考えております。 

 

○西岡勝成委員 そういう流れの中で、私は

質問でも申し上げましたように、諫早湾の開

門というのは、非常に心配な、諫早湾の要す

るに締め切り堤というのが非常に赤潮を拡大

させた原因になっとりゃせんどかと自分なり

には思っているんですけれども、今度福岡高

裁でも開門という。 

 きょうは、聞くところによりますと、委員

会でも意見書を提出していただくようになっ

ていますけれども、これはやっぱりぜひアセ

スメントをきちっとやりながらせぬと、また

ぞろ、もう弱り切っている養殖業者に致命的

なところになってしまう可能性もあるので、

その辺は、きょう、県としても、国や委員会

の動向を見ながら関係県と連携して対応して

いくというような御説明があっておりますけ

れども、ぜひ、この辺は非常に影響を受けや

すいと、閉鎖性の強い湾で影響を受けるとい

うこともありますので、その辺は、意見書は

どういう形になるかわかりませんけれども、

ぜひ後で対応していただきたいと思います。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 

○鬼海洋一委員 今の問題です。今お話しの

とおり、後で意見書のところで質問しようと

いうふうに思っとったんですが、もう出まし

たので、あわせて質問したいというふうに思

います。 

 特に、裁判の判決が出て以降、即座に長崎

の県知事は反対の意向、それから佐賀の知事

は、ぜひ早期に開門をして調査してほしいと
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いう、国に対して申し入れを行われているわ

けです。 

 そこで、これまでも、この問題について

は、特に潮汐の、潮流が減速しているんじゃ

ないかとかというようなその原因が堤防締め

切りにある。あるいは、また一方では、温暖

化の影響じゃないかというさまざまな意見が

ある中で、やっぱりこれは何としても早期に

調査をして科学的な解明をするということが

有明海再生の必須条件だということについて

は、もうみんな一応同じような見解だという

ふうに思うんですね。 

 そこで、３県の漁協あたりと連携をとりな

がらやっているわけですけれども、今申し上

げましたように、佐賀と長崎については即座

に対応するという状況が起きているわけです

けれども、３県の漁協の現状が、これまでず

っと一緒になってやってきたわけですけれど

も、現段階において、その辺がどうなってい

るのか。 

 この結果を受けて、３県漁連の連携がどう

いうぐあいになって、さらにまた熊本県の知

事に対するさまざまな要望、要求というのが

具体的に起きているのではないかというふう

に想像するわけですけれども、その辺の状況

について少しお話しいただきたいと思いま

す。井手先生もいらっしゃいますけれども…

…。 

 

○鎌賀水産振興課長 まず、４県のこの判決

に対するコメントなりが出ていますが、佐賀

は、まず即時開門の要求でございますし、長

崎県は反対で委員がおっしゃったとおりでご

ざいますが、福岡県は熊本県とほぼ同じでし

て、これまで要求をしてきたとおり、環境ア

セスをやって開門調査に向かうというふうな

御意見でございます。 

 福岡県も熊本県も同じような状況という、

同じような意見でございますけれども、その

背景としましては、例えば平成14年に短期開

門調査をやっておりますけれども、そのとき

には、熊本県の北部の方では、諫早湾の締め

切りの中にたまっていた植物プランクトンと

いいますか、アオコが流れてきたというふう

な話もございまして、単に開門をすると何ら

かの影響があるんじゃないかと、悪影響があ

るんじゃないかというふうな心配をしている

漁業者もおります。 

 ただ、長期的には、諫早湾の締め切り、あ

けてどういう影響があるかきちんと調査をや

るべきだというふうな御意見が多数でありま

して、そのところで若干福岡、熊本というの

は、佐賀、長崎とは意見が異なっているとい

うふうな状況でございます。 

 県民からの要望ということでございます

が、先週原告団から申し入れがありまして、

内容としましては、判決を受けて環境アセス

の結果を待つ時間がない、即刻開門をするよ

うに県から申し入れてほしいと、そういった

要望があってございます。 

 以上です。 

 

○鬼海洋一委員 熊本県漁連との関係といい

ますか、その意向というのは具体的にどうい

う状況になっているんでしょうか。 

 

○鎌賀水産振興課長 先週の金曜日に議会の

方からお話がございまして、県漁連の会長、

副会長、それと各部会の部会長が集まりまし

て意見交換を行っております。 

 その中では、先ほど言いましたように、県

の北部の方の漁協は短期開門調査のときに見

られたような悪環境があるんじゃないかとい

う心配をしている向きの御意見もございま

す。 

 それと、全体の意見としては、調査調査と

いうことでずっとやるのではなくて、有明海

再生のための事業に取り組むべきそういう時

期じゃないかというふうな御意見が多数じゃ

なかったかと思っております。 
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○鬼海洋一委員 そもそも有明海、八代海の

特別委員会ができたことも、そしてまたさま

ざまなそのための事業あたりもやられている

わけですけれども、ここが最大の出発点なん

ですよね。ですから、そもそもこの委員会そ

のものの発足の意義というのはそこにあるわ

けですから、ぜひ俊敏に――佐賀は、ああい

うぐあいにすぐぱっと対応されているわけで

ありますので、取り組んでいくということが

大事ではないかなと思っておりますので、そ

の点の要望を申し上げておきたいと思いま

す。 

 

○吉永和世委員長 ほかに。 

 

○吉田忠道委員 説明資料の14ページですけ

れども、法令の遵守というところの一番下の

方の(2)と(3)の関連でございますけれども、

(2)について、９月16日付でこうやって異議

申し立てが出されたということで、内容を審

査中で今後決定を行うという県の対応ですけ

れども、もう出されてから３カ月程度になる

わけですけれども、これはいつごろ決定を行

う、いつごろの時期になるのか。 

 (3）の農水省大臣からの知事あての資料の

提出等の指示、これらに対する対応を検討中

ということですけれども、これは、この対応

は、検討はいつごろまでになるのか、この付

近の意見をお尋ねいたします。 

 

○高口産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 まず、１点目の異議申し立てに対する対応

でございますが、関係各課と今調整をしてお

りますが、今月にはお出しする予定になるか

と思っております。 

 それから、農水省の方は、１月までにこの

関係の書類を出すようにということでござい

ますので、そこはきちんと対応してまいりた

いと考えております。 

 

○吉永和世委員長 いいですか。ほかに。 

 なければ、次に入ります。 

 次に、地球温暖化対策に関する件について

質疑を行いたいと思います。質疑はありませ

んか。ないようであれば、質疑を終了したい

と思います。 

 議題の審議につきましては、ほかにござい

ませんか。 

 

○池田和貴副委員長 先ほど来、開門調査の

件について、西岡委員、鬼海委員の方からも

御質問がございました。また、さまざまな団

体から要望等が出ているということも今御報

告がありました。 

 そこで、水産議連も、先週末その辺の検討

を行われたところでございますが、やはり熊

本県としても、議会として何らかの我々の立

場をはっきりすべきところではないかという

ふうに思っておりますので、先ほどお話がご

ざいましたが、委員会から意見書を提出した

らいかがかと思いますが、委員長いかがでし

ょうか。 

 

○吉永和世委員長 では、この案文をちょっ

と朗読していただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 

○森田政務調査課課長補佐 それでは、朗読

いたします。 

 有明海・八代海の再生に向けた早急な対策

を求める意見書(案） 

 有明海・八代海は、貴重な自然環境や水産

資源の宝庫であり、「宝の海」としてその恵

みを後世に継承すべきものである。県では、

平成12年度のノリ色落ち被害以来、有明海・

八代海を豊かな海として再生することを目指

し、近隣県との連携、国の協力を得ながら、

覆砂事業や生活排水施設の整備など、再生へ
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向けた取り組みを行ってきた。しかし、有明

海・八代海の漁業生産は依然として大変不安

定な状況が続いている。 

 このような中、平成22年12月６日、諫早湾

干拓事業と有明海の環境変化との因果関係を

争点とした諫早湾干拓潮受堤防撤去等請求訴

訟の福岡高裁控訴審において、佐賀地裁判決

を支持し、５年間の排水門開放を命じる判決

がなされた。県はこれまで、有明海の環境変

化の原因究明のために諫早湾干拓事業の開門

調査は必要であるが、県内の漁業者の中には

開門による悪影響を懸念する声もあることか

ら、開門調査の実施については、現在実施し

ている環境アセスメントに基づき、関係者が

納得するように十分な検討を行うよう主張し

てきたところである。 

 有明海・八代海の再生を図るためには、徹

底した調査により環境変化の原因究明を行う

ことが必要であるとともに、有明海・八代海

を豊かで良好な漁場として恒久的に維持する

ため、海域への環境負荷を抑制し水産資源を

回復させるための環境保全策や魚介類等の増

殖などの施策等を早急に講じることが必要で

ある。 

 よって、国におかれては、有明海・八代海

の再生に向け、下記事項について特段の措置

を講じられるよう改めて強く要望する。 

 １ 有明海・八代海の環境変化の原因究明

に必要な調査を引き続き行うと同時に、水産

資源を回復させるための環境保全策や魚介類

等の増殖などの施策等を国が主体となって早

急に実施していくこと。 

 ２ 「諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の

開門調査」については、「開門調査に係る環

境影響評価」をできる限り迅速に行い、その

結果を基に、環境保全に配慮した開門方法の

工夫や影響の低減措置などについての十分な

検討を行い、国の責任のもとに開門調査の実

施に繋げること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 

○吉永和世委員長 提出することに対して

は、御賛同いただいたというふうに思いま

す。 

 今朗読いたしましたが、この文に関しまし

て、御意見等ございましたら……。 

 

○西岡勝成委員 今文章をお聞きしまして、

ちょっと戻らないというか、要するに10行目

ぐらいに「赤潮」という言葉が全く出てきて

ないんですよ、このあれにはですね。だか

ら、やっぱり「県内の漁業者の中には開門に

よる赤潮などの悪影響を懸念する声もあるこ

と」などというような感じで、「赤潮」をぜ

ひやっぱり入れるべきだと思いますし、記の

中に有明海・八代海の赤潮などの環境変化の

原因究明というようなことで、何か赤潮を入

れないと、莫大な被害を、原因はいろいろ考

えられますけれども、あるので、ぜひその辺

は委員長にお願いをして、文言を修正してい

ただければと思います。 

 それから、鹿児島県は、熊本県の倍ぐらい

の被害を同じ八代海で受けているわけですけ

れども、鹿児島県の反応は何かわかってます

か、この裁判結果について。 

 

○鎌賀水産振興課長 諫早干拓の問題に関し

ましては、鹿児島県から特にコメントを出し

たりとか何か動きがあるということは聞いて

ございません。 

 

○西岡勝成委員 できれば、鹿児島県とも連

携して対応していかないと、被害はあっちの

方が大きいわけですよ。その辺はお願いして

おきます。 

 

○吉永和世委員長 はい、わかりました。ほ

かに。 

 それでは、この意見書案によりまして、委
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員会提出議題として、本会議に提出したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 御異議がないようですの

で、この意見書案により、議案を提出するこ

とに決定しました。（「文言は入れるとな」と

呼ぶ者あり）文言に関しましては、私に御一

任いただければというふうに思いますが……

（「よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）

よろしいでしょうか。 

 それでは、議題の審議につきましては、ほ

かにありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 なければ、報告事項に移

ります。執行部から説明をお願いします。 

 まず初めに、地球温暖化対策に係る計画の

策定状況について。これはもう一緒にいきま

す。それと、温室効果ガス総排出量について

の御説明をお願いします。 

 

○野田環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 別冊になっております報告事項の方をよろ

しくお願いいたします。 

 まず、１ページ目でございます。 

 地球温暖化対策に係る計画の策定状況につ

いて御説明いたします。 

 本県では、当該計画を現在策定中の環境基

本計画の一部としておりますので、まずはそ

ちらの環境基本指針、環境基本計画の中の位

置づけについて御説明をさせていただきたい

と思います。 

 申しわけございませんが、別冊報告資料の

６ページをお開きいただければと思います。 

 ６ページの方に素案の概要をつけておりま

す。その中で、温暖化対策に関する部分とし

ましては、まず、環境基本指針の欄で、上か

ら２番目の丸囲みがございます。その中の４

つの目指すべき姿の１番目に低炭素社会とい

うのを掲げております。 

 続きまして、６ページの一番下段になりま

すけれども、施策の方向の中で、１番に温室

効果ガス排出の少ない低炭素社会の実現を位

置づけているところでございます。 

 続きまして、７ページの方が環境基本計画

になりますが、この基本計画のうち具体的な

施策内容を６つ示しておりますが、そのうち

の１番目のところに地球温暖化対策に係る部

分を掲載するということにしているところで

ございます。 

 済みません、続きまして、また１ページに

お戻りいただきたいと思います。 

 今の６～７ページが、環境基本指針・計画

の位置づけでございます。これまでのまず経

緯でございますけれども、地球温暖化対策の

推進に関する法律及び熊本県地球温暖化の防

止に関する条例に基づきまして計画の策定が

必要となっているところでございます。 

 現在、策定に向けた作業を行っておりまし

て、県議会への御質問の後、12月中旬から県

政パブリックコメントを実施する予定として

いるところでございます。 

 次に、計画の策定体制でございますが、県

の環境審議会に検討委員会を設置しますとと

もに、県庁内組織において検討を行っている

状況でございます。 

 また、(3）のところでございますが、県民

や事業者、団体、市町村から意見を聞くため

の地域懇談会を県内11カ所で開催をしたとこ

ろでございます。具体的には、３番のこれま

での取り組みに記載しているとおりでござい

ます。 

 続きまして、２ページをお願いいたしま

す。 

 計画の概要でございます。 

 対象期間につきましては、平成23年度から

27年度までの５年間でございます。 

 温室効果ガスの削減目標につきましては、

国は、2020年までに1990年比で25％削減する

という方向を示しておりますが、削減目標や

 - 20 -



第19回 熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録（平成22年12月13日) 

必要な対策を織り込みました地球温暖化対策

基本法案は、まだ国会では成立していない状

況でございます。 

 このため、本県としましては、国の目標や

対策が明らかになった後に設定を行うことと

しているところでございます。 

 なお、本計画に織り込む施策につきまして

は、それぞれ目標を設定しまして、環境管理

システムを活用して進行管理を行うことにし

ているところでございます。 

 主な施策を①から⑦に記載しておりますと

おり、それぞれの各部門ごとに必要な施策を

実施してまいることにしております。 

 最後に３ページをお願いいたします。 

 先ほどもちょっと申し上げましたが、今後

のスケジュールでございますが、12月中旬か

らの県政パブリックコメントの実施、環境審

議会での審議等を経まして、２月の県議会に

提案を予定しているところでございます。 

 報告資料の４ページ、５ページには、本計

画の施策の体系等を示しておりますので、後

ほどごらんいただければと思っております。 

 続きまして、報告資料の一番最後になりま

す。８ページの方をお願いいたします。 

 県内の温室効果ガスの総排出量について御

説明をいたします。 

 上段が国でございます。平成20年度の国の

総排出量、こちらは確定値でございますが、

12億8,200万トンで、基準年であります平成

２年を1.6％上回っているという状況でござ

います。 

 ２番目の本県の総排出量でございます。こ

ちらは20年度の速報値となっておりますが、

県内では1,129万7,000トンで、基準年でござ

います平成２年を1.4％上回っており、削減

目標を６％としております関係で、その差は

7.4％増という状況でございます。 

 また、部門別では、産業・業務その他部門

が51.6％を占めておりまして、運輸部門が2

3.4％、家庭部門が17.9％となっておりま

す。基準年と比較しました部門別の伸びで

は、家庭部門が最も大きくなっているという

状況でございます。 

 なお、算定方法を従来からちょっと見直し

をしておりますので、その点について御説明

させていただきます。 

 温室効果ガスの算定方法を示しました国の

算定マニュアルが平成21年６月に改定されま

したが、このマニュアルの考え方に沿いまし

て、より実態に合うよう、産業部門、製造業

の排出量につきましては、エネルギーの効率

化を反映させるなど、算定方法の見直しを行

ったところでございます。 

 以上で報告を終わらせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○吉永和世委員長 報告事項につきまして、

何か質疑はございませんか。 

 

○西岡勝成委員 渡辺先生、環境教育を考え

る議連で知事にも要望を渡してありますが、

５ページのところに「教育・学習の機会の充

実」ということで書いてありますけれども、

子供たちの環境に対する教育というのは非常

に重要だし、そういう専門的な人材の育成と

いうのは重要でありますから、この辺もうち

ょっと力を入れてほしいと思うんですけれど

も、この辺はぜひ考慮をお願いします。これ

は要望だけでいいです。 

 

○吉永和世委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、その他に入ります。その他とし

て何かありませんでしょうか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 それでは、続きまして、

付託調査事件の閉会中の継続審査についてお

諮りします。 

 付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82
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条の規定に基づき議長に申し出ることに御異

議ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○吉永和世委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして、第19回環境

対策特別委員会を閉会いたします。お疲れさ

までございました。 

  午前11時28分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  環境対策特別委員会委員長 
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